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去
る
９
月
９
日
、
下
田
文
化
会

館
で
「
こ
の
地
域
の
医
療
と
介
護

を
ど
う
す
る
の
か
～
あ
な
た
が
支

え
る
！
医
療
と
介
護
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
～
」
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
５
７
０
名
も
の

地
域
の
方
が
参
加
さ
れ
、
関
心
の

高
さ
が
伺
え
ま
す
。

　

下
田
市
と
南
伊
豆
町
で
は
、
平

成
26
年
４
月
か
ら
在
宅
医
療
と
在

宅
介
護
の
推
進
に
向
け
た
取
組
を
、

下
田
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
が
基

幹
病
院
と
な
っ
て
行
政
、
医
療
、

介
護
、
障
害
、
保
健
等
23
施
設
33

名
の
委
員
の
方
と
協
議
を
進
め
て

参
り
ま
し
た
。

在
宅
医
療
介
護
連
携

　
　

推
進
協
議
会
に
つ
い
て

　

昨
年
度
は
在
宅
医
療
介
護
の
推

進
に
向
け
た
問
題
点
・
課
題
の
抽

出
を
行
い
、
本
年
度
か
ら
は
そ
の

課
題
解
決
に
向
け
た
取
組
を
進
め

て
お
り
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
入
院
を
機
に
身

体
機
能
が
低
下
さ
れ
た
方
や
癌
な

ど
の
病
気
を
発
症
さ
れ
余
命
が
限

ら
れ
た
方
が
、
住
み
な
れ
た
地
域
、

自
宅
に
戻
ら
れ
て
余
生
を
過
ご
す

こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
①
医
療

と
介
護
・
障
害
と
の
連
携
。
②
制

度
・
サ
ー
ビ
ス
利
用
に
関
す
る
行

政
と
の
連
携
。
③
在
宅
で
看
取
る

方
法
や
手
段
な
ど
、
在
宅
医
療
介

護
の
促
進
に
向
け
た
住
民
へ
の
普

及
啓
発
。
④
人
材
不
足
や
施
設
不

足
を
解
消
す
る
為
の
手
段
の
構
築

（
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
導
入
等
）、

様
々
な
観
点
か
ら
検
討
を
進
め
て

お
り
ま
す
。
今
後
も
地
域
の
方
に

向
け
た
講
演
会
な
ど
も
計
画
し
て

お
り
ま
す
の
で
、
是
非
ご
参
加
く

だ
さ
い
。　

　

皆
さ
ま
と
共
に
こ
の
和
を
広
げ
、

歳
を
と
っ
て
も
障
害
を
負
っ
て
も

住
み
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
の
実
現

に
向
け
邁
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

問
合
せ
先

下
田
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　

☎
㉕
２
５
２
５

地
域
医
療
連
携
室　

木
村
健
吾

１０月は里親月間です１０月は里親月間です

子ども達は暖かい里親を求めています子ども達は暖かい里親を求めています

～まだ設置されていない方へ～ ～まだ設置されていない方へ～ 

住宅用火災警報器の設置は義務です！住宅用火災警報器の設置は義務です！

広報しもだ　2015.10 月号 - ６ -- ７ - 広報しもだ　2015.10 月号

　子どもが健やかに成長するためにはたくさんの愛情が必

要です。しかし、親の病気や死別、離婚、虐待などのさま

ざまな事情により、家庭で生活できない子ども達がいます。

　里親制度は、このような子ども達を家族の一員として迎

え入れ、温かい愛情と家庭的な雰囲気の中で育てていく、

児童福祉法によって定められている制度です。

～里親になるには～ 住宅用火災警報器の

設置場所・取付位置・警報器の種類　特別な資格は必要ありませんが、一定の要件があります。

①子どもに理解を持ち、養育に対する熱意と豊かな愛情を

　持っていること。

②心身ともに健康で、子どもの養育にふさわしい年齢であること。

③子どもの養育に支障のない程度に、収入及び住居のゆと

　りがあり、健全で明るい家庭生活が営まれていること。

　（親族里親は除く）

④禁錮以上の刑を執行中または執行猶予期間中ではないこ

　と、など

　里親の申込みは年間を通じていつでも受け付けています。

県が実施する研修を修了し、知事が里親として認定した方

は里親名簿に登録されます。

　消防法改正により、すべての一般住宅に設置することが

義務づけられています。

　下田消防本部管内においても、今一層の設置率の向上が

望まれており、今後、世帯調査も計画しておりますので、

この機会にぜひ設置してください。

（全国平均 81.0%、静岡県平均 76.5%：平成 27 年 6 月現在）

●寝室として使用する部屋　　　　

●寝室が２階以上にある場合は、その階の階段

※寝室及び階段には煙を感知するタイプの警報器の設置が

　必要です。市販されている感知器はほとんどのものが電

　池式のタイプで簡単に設置することができます。

　

ま
ず
、
行
政
と
し
て
や
る
べ
き

こ
と
は
サ
イ
ン
計
画
で
す
。
来
訪

者
に
わ
か
り
や
す
い
「
ま
ち
案
内
」

が
必
要
で
す
。
道
標
や
案
内
看
板
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
が
多
言
語
対
応

し
て
い
る
か
、
行
政
と
し
て
し
っ

か
り
と
整
備
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

現
在
、
５
月
に
総
合
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
の
英
語
版
を
、
そ
し
て
８
月

に
は
繁
体
字
版
を
作
成
し
ま
し
た
。　

　

台
湾
、
中
国
、
韓
国
等
の
観
光

客
の
増
加
と
そ
の
推
進
に
よ
り
、

よ
り
多
言
語
化
の
必
要
性
が
出
て

き
ま
し
た
。

　

す
べ
て
を
一
度
に
、と
は
い
き
ま

せ
ん
が
、
優
先
度
、
必
要
度
を
図

り
な
が
ら
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

　

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
推
進
へ
の
対
応

と
し
て
、
宿
泊
関
係
、
商
業
、
飲

食
関
係
の
皆
様
に
提
案
（
お
願
い
）

が
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
は
「
商
品
、
メ
ニ
ュ
ー
、

料
金
の
明
示
、
見
え
る
化
」
と
「
カ

ー
ド
対
応
化
」
で
す
。

　

こ
れ
は
外
国
人
の
み
な
ら
ず
日

本
人
の
観
光
客
、
若
者
や
転
入
の

皆
様
か
ら
も
求
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
で
す
。
ど
の
よ
う
な
料
理
（
商

品
）
な
の
か
、
ど
の
く
ら
い
の
量

な
の
か
を
写
真
で
提
示
す
る
こ
と
、

名
称
や
簡
単
な
内
容
説
明
を
外
国

語
で
表
示
す
る
こ
と
、
料
金
を
表

示
す
る
こ
と
で
す
。

　

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
へ
の
対
応
と

し
て
す
べ
て
の
施
設
で
カ
ー
ド
使
用

を
可
能
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

次
に
「
免
税
店
化
」
で
す
。
免
税

対
象
も
家
電
や
バ
ッ
グ
、
衣
料
品

な
ど
に
加
え
、
食
料
品
や
医
薬
品
、

化
粧
品
に
も
拡
大
し
ま
し
た
の
で
、

「
爆
買
」と
表
さ
れ
る
中
国
人
を
は

じ
め
と
し
た
外
国
人
の
旺
盛
な
消

費
意
欲
を
取
り
込
む
た
め
に
も
、

免
税
店
化
を
検
討
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

そ
し
て
「
接
客
の
再
研
修
、
再

確
認
」
で
す
。
２
０
１
５
年
観
光

ラ
ン
キ
ン
グ
に
お
い
て
、
日
本
は

１
４
１
か
国
・
地
域
中
、
総
合
９

位
、「
客
の
待
遇
」
項
目
で
は
第
１

位
と
の
こ
と
で
す
。

　

ぜ
ひ
と
も
、
そ
の
中
で
「
下
田

の
お
も
て
な
し
」
が
最
高
と
評
価

さ
れ
る
よ
う
な
ま
ち
を
作
っ
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

○
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
（
訪
日
）
観
光

１０月は里親月間です

子ども達は暖かい里親を求めています

～まだ設置されていない方へ～ 

住宅用火災警報器の設置は義務です！

問合せ先

里親の申込について

福祉事務所社会福祉係（窓口⑥）

　　　　　　　　☎㉒２２１６

賀茂児童相談所　☎㉔２０３８

里親制度について

県こども家庭課　☎ 054-221-2922

賀茂児童相談所　☎㉔２０３８

※設置義務化から10 年が経とうとしています。電池切れ等

　で火災を感知しなくなることがあるため、10 年を目安に

　交換してください。また、取り付け方が分からない等、設

　置にお困りの場合は下記までお問い合わせください。

問合せ先　下田消防本部予防課　☎㉒１８４９

　
　

   

下
田
市
長　

楠
山
俊
介

〈天井の場合〉

60cm以上

1.5m以上

15cm

50cm

〈壁面の場合〉エアコンなどのフキ出し口付近の取付位置

梁などがある場合の取付位置通常の壁面からの取付位置

60cm以上

火災報知器の中心を火災報知器の中心を

壁から 60cm 以上離壁から 60cm 以上離

します。します。

天井から 15 ～ 50cm天井から 15 ～ 50cm

以内に火災報知器の以内に火災報知器の

中心がくるように取中心がくるように取

り付けます。り付けます。
換気扇やエアコンの換気扇やエアコンの

吹き出し口から 1.5m吹き出し口から 1.5m

以上離します。以上離します。

火災報知器の中心を火災報知器の中心を

梁から 60cm 以上離梁から 60cm 以上離

します。します。

火災報知器の中心を

壁から 60cm 以上離

します。

天井から 15 ～ 50cm

以内に火災報知器の

中心がくるように取

り付けます。
換気扇やエアコンの

吹き出し口から 1.5m

以上離します。

火災報知器の中心を

梁から 60cm 以上離

します。

平成 27 年度市政懇話会

市長と創ろう

「快国」のまち

平成 27 年度市政懇話会

市長と創ろう

「快国」のまち

　

本
年
度
も
地
域
に
密
着
し
た
懇

話
会
と
す
る
た
め
、
市
内
15
か
所

（
左
記
表
参
照
）
に
お
い
て
開
催
い

た
し
ま
す
。

　

楠
山
市
長
の
市
政
に
対
す
る
思

い
や
政
策
、
方
針
な
ど
を
お
伝
え

さ
せ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
地

域
に
根
ざ
し
た
皆
さ
ま
の
お
考
え

や
ご
意
見
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
、

市
政
に
反
映
さ
せ
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

皆
さ
ま
の
ご
意
見
を

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

　

皆
さ
ま
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。

　

予
約
、
申
込
は
不
要
で
す
の
で

直
接
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

市
参
加
者

市
長
、
副
市
長
、
教
育
長
及
び
関

係
課
長

内
容

①
市
政
に
つ
い
て

②
新
庁
舎
に
つ
い
て

③
そ
の
他

開
催
時
間　

19
時
～
20
時
30
分

問
合
せ
先　

総
務
課
秘
書
広
報
係

　
　
　
　
　
　
　

☎
㉒
２
２
１
１

　

会　場

市民文化会館

稲生沢公民館

基幹集落センター

下田市役所

加増野ポーレポーレ

須原区民会館

朝日公民館

大賀茂区公会堂

田牛区集会場

須崎漁民会館

柿崎公民館

外浦区集会場

白浜公民館

白浜小学校体育館

旧板戸公民館

月　日

10 月   7 日 ( 水 )

～平成 27 年度市政懇話会日程表～

10 月   8 日 ( 木 )

10 月 13 日 ( 火 )

10 月 19 日 ( 月 )

10 月 20 日 ( 火 )

10 月 26 日 ( 月 )

10 月 27 日 ( 火 )

10 月 30 日 ( 金 )

11 月   ５日 ( 木 )

11 月 11 日 ( 水 )

11 月 12 日 ( 木 )

11 月 16 日 ( 月 )

11 月 18 日 ( 水 )

11 月 20 日 ( 金 )

11 月 24 日 ( 火 )

～昨年の様子～


